
給付奨学金採用予定者で自宅外から通学する場合の手続きについて 

 

 

給付奨学金には「自宅通学」と「自宅外通学」で受給できる月額が異なります。 

４月から「自宅外通学」の月額を希望する場合、以下の確認及び手続きが必要となりま

す。 

※現時点でアパート等の契約を行っていない又は、給付奨学金の採用候補者となってい

ない方は、入学後手続きを行ってください。 

 

１ 採用候補者決定通知を確認 

（１）選考結果を確認する。（裏面のサンプルを参考に確認してください） 

（２）給付奨学金に「候補者決定」と記載があることを確認する。 

※「不採用」又は「－」と記載されている場合、対象者ではありません。 

 

２ 自宅外通学確認チャートを確認 

通学形態変更届（様式添付）の裏面に記載されている「自宅外通学確認チャート」を

参照し、以下を確認してください。 

（１）「自宅外通学の要件」に該当するか確認する。 

要件に該当しない場合は、対象者ではありません。 

（２）必要書類を確認し、書類を準備する。 

 ※学生寮への入寮予定者は以下の書類を全て準備してください。 

  ・入寮選考結果通知書のコピー 

  ・学生寮募集要項１ページ目のコピー 

 

３ 書類を提出 

（１）以下を３月 13 日（金）までに提出してください。 

ア 通学形態変更届（必要事項を全て記載する。学籍番号は空欄で問題ありません。） 

イ 採用候補者決定通知のコピー（進学先提出用の面をコピーする。原本は送らない。） 

ウ ２の（２）で確認した必要書類 

  ※提出された書類は原則返却いたしませんので、ご注意ください。 

 

（２）書類送付先 

   〒030-8505 

    青森県青森市大字浜館字間瀬 58-1 教務学生課 奨学金担当 宛 

※書類に不備等あった場合、別途担当者から電話いたします。 

 
担当 

青森県立保健大学  

教務学生課 奨学金担当 

TEL:017-765-2007 



 


